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〇桶川市手話言語条例  

平成２８年１２月１５日  

条例第２４号  

 

手話は、音声言語とは異なり、手指や体の動き、表情等により視覚的に

表現する言語です。  

我が国においては、これまで手話が言語として認められてこなかったこ

とや手話を使う環境が整えられてこなかったことなどから、長い間、手話

を使う権利やろう者の尊厳が損なわれてきました。  

こうした中で障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、言語

に手話を含むことが明記され、ようやく手話が言語であることが認められ

ましたが、いまだ手話に対する理解が社会において深まっているとは言え

ません。  

そのため、私たちは、手話を必要とする全ての人がいつでもどこでも自

由に手話を使える地域社会となるように取り組む必要があります。  

ここに私たちは、手話が言語であるとの認識に基づき、桶川市民憲章に

定める「おもいやりと助け合いの心」を大切にして、誰もが社会参加でき、

そして、共に生きる桶川市を築くため、この条例を制定します。  

（目的）  

第１条  この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する

理解及びその普及（次条において「手話の普及等」という。）に関する

基本理念を定めるとともに市及び市民の責務及び役割を明らかにし、も

って手話を必要とする市民があらゆる機会に社会参加でき、全ての市民

と共生することのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。  

（基本理念）  

第２条  手話の普及等は、手話を必要とする市民が手話を言語としてコミ

ュニケーションを図る権利を有することを理解し、手話を通じて全ての
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市民が互いに人格を尊重しあうことを基本理念として行わなければなら

ない。  

（市の責務）  

第３条  市は、前条に規定する基本理念（次条において「基本理念」とい

う。）にのっとり、市民の手話に対する理解を深め、手話を使いやすい

環境に整備するための施策を総合的に推進するものとする。  

（市民の役割）  

第４条  市民及び市内に事業所を有するものは、基本理念の理解を深め、

市が推進する施策に協力するよう努めなければならない。  

（施策の推進）  

第５条  市は、次に掲げる施策を総合的に推進するための方針 (以下「推

進方針」という。 )を策定するものとする。  

(1) 手話に対する理解の促進及び手話の普及に関すること。  

(2) 手話による情報の発信及び取得並びに手話を使いやすい環境づくり

に関すること。  

(3) 手話通訳者の確保及び養成をはじめとする、手話による意思疎通支

援の拡充に関すること。  

(4) その他市長が必要と認める事項  

２  市は、市が別に定める障害者に関する計画との調和を保ちながら、施

策を推進するものとする。  

３  市は、推進方針を策定又は変更するときは、ろう者及び手話を必要と

する者、手話通訳者等及び関係団体並びに市民の意見を聴くための協議

の場を設け、その意見を尊重するよう努めるものとする。  

（財政上の措置）  

第６条  市は、施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努

めるものとする。  

（その他）  
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第７条  この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  


